
1 

 

家族サポート証券口座制度要綱 
日本証券業協会 

2026年 1月 22日 

要綱本文 備考 

１．考え方・目的 

本協会では、2019年金融審議会市場ワーキング・グルー

プ報告書「高齢社会における資産形成・管理」及び 2020年

の同ワーキング・グループ報告書「顧客本位の業務運営の進

展に向けて」にて提言された「高齢顧客保護のあり方」「認

知判断能力等の低下した顧客への対応」を社会課題としてと

らえ、2022年 7月に「資産所得倍増プラン」への提言のう

ちの１つとして「高齢者の資産活用とその子供世代の資産形

成」を提案し、証券界として同社会課題に応える観点から、

任意代理契約の枠組みや既存の制度・サービス等を活用した

高齢顧客向けのスキーム（以下、「家族サポート証券口座」

という。）を設計する。 

【主なポイント】 

  ・ 任意代理方式を用いた、代理人による、売却・解約だ

けではなく、買付けを含めた資産運用の継続希望に応え

る方法の一般化 

  ・ 認知判断能力低下後、顧客（本人）の保有金融商品等

について、売却・相続等の資産承継といった道筋の設計 

  ・ 本人の資産寿命の延伸 

  ・ 代理人（相続人）（＝次の世代）へのリテラシーの承

継 

 

・ 顧客の認知判断能力が既に低下した段階で口座から資産の

引出し、売却等を行うには、原則として成年後見制度を用い

ることとなる。 

  なお、代理権は無いものの、ごく限られたケース（緊急

時）で各社の判断において引出し・売却のみを認めることも

ある。 

 【参考】 

・「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公

共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え

方（公表版）」 (全国銀行協会) 

・「認知判断能力が低下・喪失した顧客の金融商品売却依

頼に対する対応の在り方」（日本金融ジェロントロジー

協会） 

・ また、契約時点で「認知判断能力が既に低下した本人」を

前提とした場合、金融商品の売却等を行うには、成年後見制

度の利用以外は難しいと考えられる。 
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家族サポート証券口座は、あらかじめ信頼できる家族を代

理人に指定し、顧客（本人）の認知判断能力低下・喪失後や

認知判断能力の低下前に代理取引を開始することで、その代

理人による資産の適切な管理・保全・運用・処分等を通じ

て、顧客（本人）の生活・看護・療養・納税等に必要な資金

を確保及び給付するなどして、顧客（本人）の生活の安定を

図るとともに、円滑な資産の承継を目的とする。 

 

２．契約の当事者【本人・家族代理人】 

主たる顧客（以下「本人」という。）と任意代理人（以下

「家族代理人」という。）の二者間の契約とする。 

 

・ 任意代理人は１名とする。 

・ 家族サポート証券口座では、対象顧客として「家族への資

産承継予定」「信頼関係が確立されている家族がいる」「認知

判断能力の低下・喪失後は、本人財産のまま取引を家族代理

人に任せても良いという意向」がある者を主に想定してい

る。 

・ なお、家族サポート証券口座の提供にあたって、会員にお

いて、顧客（本人）の利用要件を設定することを妨げるもの

ではない。 

・  契約書については、ひな形を参照。 

 

３．会員への事前相談【本人・家族代理人⇒会員】 

【事前相談】 

契約手続きに先立ち、本人及び家族代理人は本人の認知判

断能力低下・喪失後における本人の証券口座にある資産につ

いての管理・運用について、会員に相談する。 

・ 契約前の手続き 

・ 下記「６．会員への利用申込み」をもって、家族サポート

証券口座が開始するが、契約締結前の時点で本人、家族代理

人及びサービス提供先である会員の三者間で十分な意思疎通

が必要である。 
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会員は、事前相談において家族サポート証券口座の内容を

説明する。 

  

・ 会員は、本人及び家族代理人との事前相談を通じて、本人

の管理・運用方針を明らかにし、代理権効力発生後の家族代

理人の取引が当該方針に沿っているかを確認できる程度に整

理すること。 

 

４．契約方法【本人・家族代理人⇒公証人】 

「２．契約の当事者」の本人・家族代理人の契約は、公証

役場において、本人・家族代理人が公証人の前で行う公正証

書契約によるものとする。 

なお、本人及び家族代理人は、契約書を公証役場で公正証

書契約とする前に、契約の内容を会員が受け入れられるもの

であるか確認のため共有する。 

 

・ 公正証書契約を結ぶ場合、事前に内容を確定させておくほ

か、公証人と契約者が面談を行う。また、面談・内容確認を

経て公証人が公正証書を作成する。 

 ※ 日本公証人連合会 HP 公証役場一覧 

https://www.koshonin.gr.jp/list 

 

５．管理・運用方針【公正証書契約の一部（別紙）】 

契約で定める「管理・運用方針」は以下のとおりとする。 

① 家族代理人に任せる範囲 

本人・家族代理人で相談のうえ、以下から選択し決定

する。 

A）保有商品を売却・解約し、出金すること 

B）A)に加え、本人の証券口座にある資産の範囲で運用

（売買）を行うこと 

なお、運用対象については、会員が定める商品分類と

する。 

 

 

・ 「管理・運用方針」については、ひな形を参照。 

 

 

 

 

 

 

・ 商品分類については、取引残高報告書における商品分類を

ベースに各社で定める。 

https://www.koshonin.gr.jp/list
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② 家族代理人における保有商品の売却・解約の方法 

家族代理人の判断において行う。 

 

③ 家族代理人による運用の方法 

本人・家族代理人で相談のうえ、以下から選択し決定

する。 

A)現在本人が保有している商品分類の範囲とする 

B)商品分類を本人・家族代理人間で決定する 

C)家族代理人が商品分類を決定する 

 

６．会員への利用申込み【本人・家族代理人⇒会員】 

【利用申込み】 

 契約締結後、本人・家族代理人は、速やかに会員に対し、利

用申込書兼家族代理人届を提出する。 

 

 利用申込書兼家族代理人届の記載事項は以下のとおり。 

・ 提出日（利用申込日） 

・ 本人氏名・住所・連絡先・生年月日 

・ 本人の口座情報（口座番号） 

・ 家族代理人に関する情報（氏名・住所・連絡先・本人

との関係・生年月日・口座情報（口座番号：既に開設

済みの場合）） 

・ 反社会的勢力でないこと等の確約に関する同意 

・ 本人の実印又は届出印の押印欄 

・ 利用申込みの際に左記の書類に加え、会員において、追加

的な書類の提出や本人・家族代理人への面談を実施すること

なども考えられる。 

・ 本文に言う「速やかに」は、公正証書契約締結後、家族サ

ポート証券口座利用申込みまでの間に本人の認知判断能力が

低下し利用申込みができなくなることを避ける趣旨である。 

・ 「利用申込書兼家族代理人届」については、ひな形を参

照。 

・ 利用申込書兼家族代理人届の記載事項については、各社が

既に把握している情報である等の理由で、管理上必要な項目

とすることも考えられる。 
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・ 家族代理人の実印の押印欄 

・ 書面交付の希望 

・ 公正証書契約締結日及び公正証書番号 

・ 確認事項 

・ 確認事項への承諾 

・ その他（添付書類を含む） 

 

７．契約当事者以外との合意【本人・家族代理人】 

求めない。 

 

・ 推定相続人のうち家族代理人以外の者は、当事者以外での

利害関係人として該当しうるが、家族代理人以外の推定相続

人の合意まで要綱上は求めない。 

・ 本人・家族代理人の関係等を考慮し、各社において個別に

対応することも考えられる。 

 

８．家族代理人の範囲【本人・家族代理人】 

家族代理人は、国内居住者である配偶者及び成人の直系卑

属とする。ただし、該当する者が存在しない場合（未成年の

直系卑属しか存在しない場合を含む。）は、兄弟姉妹又はそ

の代襲相続者たる成人の甥姪とする。 

 

・ 家族サポート証券口座が、本人が健常なうちに代理人とな

る者を定め資産の管理・運用を任せるものであること、また

家族の絆と信頼に基づく関係性を前提とすることから対象者

を制限する。 

 

９．取引当事者【本人・家族代理人】 

代理取引開始前は本人、代理取引開始後は家族代理人とす

る。 

 

・ 「14．代理取引開始時期」のとおり、家族代理人からの代

理取引開始届の提出、会員による承認をもって取引当事者は

家族代理人となる。 
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10．代理権の範囲（対象となる取引、事務手続きの範囲）【本

人・家族代理人】 

本人口座における以下の取引、事務手続き等を家族代理人

に代理権として付与する。 

① 有価証券等の売買等 

② 投資一任契約の締結又は解消 

③ 累積投資契約の締結又は解消 

④ 配当金、分配金、利子の受領に関する手続き 

⑤ 金銭の出金・有価証券の入出庫 

⑥ 当該口座の維持・管理に係る各種手続き（書類の提出

等） 

⑦ 当該口座の維持・管理に係る書面の受領・確認 

⑧ 税金の申告・納付に係る各種手続き 

⑨ 上記の各事項に関する手続きに準ずる手続き 

上記①「有価証券等の売買等」のうち、「協会員の投資勧

誘、顧客管理等に関する規則」第５条の２に定める勧誘開始

基準、及び第６条に定める取引開始基準に該当する等、以下

の商品又は取引（以下、「対象外取引・商品」という。）につ

いては、保有分の弁済・売却又はいわゆる手仕舞い取引を除

き対象外とする。 

① 信用取引 

② 新株予約権証券 

③ 新投資口予約権証券 

④ 有価証券関連デリバティブ取引 

・ 本人口座に関連しない行為の代理は代理権の範囲には含ま

れない。 

・ 売買等、出金・入出庫の他、会員から顧客へ各種手続きを

求める場合の連絡先や説明といった付随的なものについても

代理権の範囲として考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 各社において、対象外取引・商品を拡大する（注文方法や

取引形態等を制限することも含む）ことも考えられる。 
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⑤ 特定店頭デリバティブ取引 

⑥ 商品関連市場デリバティブ取引 

⑦ 店頭取扱有価証券 

⑧ 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債 

⑨ 店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託 

⑩ レバレッジ投資信託 

⑪ 「社債券の私募等の取扱い等に関する規則」第２条第

２号に規定する審査規定等対象社債券 

⑫ 株式投資型クラウドファンディング業務に係る取引 

⑬ 株主コミュニティ銘柄 

⑭ トークン化有価証券 

⑮ その他会員が指定する商品・取引 

なお、本人口座内において保有する対象外取引・商品の弁

済・売却にあたっては、例えば以下のような方針を各社で定

め、その方針に従い取り扱うこと。 

① 代理取引開始前までに本人により弁済・売却しておく 

② 代理取引開始の承認後、速やかに弁済・売却する 

③ （本人の意向及び家族代理人の適合性があることを条

件に）弁済・売却のタイミングについては、家族代理人

の指図に従う 

 

11．契約締結能力及び契約内容の確認方法 

  本人及び家族代理人の契約締結能力の有無、契約内容の理

解については、公正証書契約の成立をもって確認する。 

・ 会員は家族代理人の本人確認及び適合性確認を行う。

（「15．家族代理人の本人確認・投資経験の確認」参照） 
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12．取引口座・出金口座【本人・家族代理人⇒会員】 

取引口座は本人口座、出金口座は原則として代理取引開始

時点で登録されている本人名義の金融機関の口座とする。 

・ 代理取引開始後の出金口座凍結や出金口座としていた金融

機関の支店の閉鎖等の場合が例外として考えられる。 

・ 出金口座については、本人名義以外を認めない。 

・ 出金口座を経由せず証券口座から直接現金を引き出すこと

は認めない。 

13．出金目的の確認【家族代理人⇔会員】 

家族代理人から出金にかかる指図があった際、会員は出金

目的が契約書の内容に沿うものか確認し、家族代理人はそれ

に対し回答する。 

なお、本人名義の金融機関口座からの払出しを行うにあた

り、金融機関で代理人制度等の利用が必要であることについ

て留意が必要である。 

 

・ 出金目的については、都度確認を行うほか、例えば以下の

内容を契約書にあらかじめ記載することで、明確に出金目的

を定め、それ以外の目的である場合は申告するよう求めるこ

とも考えられる。 

① 医療費・老人ホーム等施設にかかる費用 

② 本人の生活資金 

 

・ 各社において、確認方法や確認記録の保存方法などを定め

ることも考えられる。 

・ 家族サポート証券口座を利用して、保有商品を売却・解約

して銀行等金融機関から出金する場合には、別途、銀行等金

融機関での対応（代理人制度の利用等）が必要となることを

事前相談や利用申込みの段階であらかじめ伝えておくことな

ども考えられる。 

 

14．代理取引開始時期【家族代理人⇒会員】 ・ 公正証書契約時点で認知判断能力の確認がされ、その契約

に基づく代理権の付与であることをもって、代理取引開始届

受入時においての本人の認知判断能力の確認は求めない。 
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家族代理人による代理取引を開始する場合には、家族代理

人は、会員に対し代理取引開始届を提出することとし、会員

の承認をもって代理取引が可能となる。 

 

代理取引開始届に記載する事項は以下のとおり。 

・ 提出日（申込日） 

・ 家族代理人に関する情報（氏名・住所・連絡先・本人

との関係・生年月日・勤務先名・所属部署・役職名・

勤務先電話番号・口座情報（口座番号：既に開設済み

の場合） 

・ 家族代理人の実印の押印欄 

・ 投資経験 

・ 内部者登録情報 

・ 反社会的勢力でないこと等の確約に関する同意 

・ 本人氏名・住所・連絡先 

・ 本人の口座情報（口座番号） 

・ 代理取引を開始する理由 

・ 確認事項 

・ 確認事項への承諾 

・ その他（添付書類を含む） 

 

なお、会員は代理取引開始届の提出があった旨を本人に通

知する。 

 

・ 代理取引開始届の提出は、本人の認知判断能力の状況を踏

まえ家族代理人の判断で行う。 

・ 「代理取引開始届」については、ひな形を参照。 

・ 代理取引開始届の記載事項については、各社が既に把握し

ている情報である等の理由で、管理上必要な項目とすること

も考えられる。 
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15．家族代理人の本人確認・投資経験の確認【会員⇒家族代理

人】 

会員は、利用申込書兼家族代理人届を受領するまでに家族

代理人の本人確認を、代理取引開始届を受領するまでに家族

代理人の適合性確認を行う。 

家族代理人について確認すべき適合性は原則として投資経

験のみであるが、会員が家族代理人に対し商品・取引の勧誘

を行う場合には、その適合性も十分に考慮する必要がある。 

 

・ 家族代理人に対し本人確認を行う理由は犯罪収益移転防止

法第４条より、適合性確認を行う理由は今後取引を行うにあ

たって勧誘を行う相手となりえることから。 

・ 新規口座開設ではないため、家族代理人の反社チェックを

行う場合には、反社情報照会システムを利用することはでき

ないことに留意。 

・ 家族代理人本人の取引口座を開設することも考えられる。 

 

16．対象となる資産の特定と例外【本人・代理人】 

家族代理人が管理・運用を行う対象となる資産は、代理取

引が開始した時点において本人の証券口座に帰属する資産と

する。 

ただし、以下の資産については、代理取引開始後であって

も対象となる資産に含まれる。 

・ 当該証券口座で受け取る配当金、分配金、利子 

・ 代理取引開始前に締結された累積投資契約に基づき、本

人名義の金融機関の口座から直接買付けられる有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 金融機関の口座からの自動引き落とし、自動振替、クレジ

ットカード決済等により証券会社の口座（預り金・MRF等）

に入金された資金が、代理取引開始前に締結された累積投資

契約に基づき有価証券が買い付けられるまでの間、他の用途

に流用されない措置により管理された上で、買い付けられた

有価証券を指す。 

・ 代理取引開始時点の本人の証券口座にある資産内であれば

累積投資の新規契約・継続、増額等は可能である。 
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要綱本文 備考 

 

17．法定書面等の交付先【会員⇒本人・家族代理人】 

以下の書面について、家族サポート証券口座開始時から代

理取引開始前までの間は本人に交付し、代理取引開始後は家

族代理人に交付する。 

 ・ 目論見書 

 ・ 契約締結前交付書面 

 ・ 契約締結時交付書面（取引報告書） 

 ・ 取引残高報告書 

 ・ その他、金融商品取引法又は日本証券業協会規則上、顧

客に交付する書面 

 

・ 代理取引開始前まで、本人及び家族代理人双方に交付する

ことも考えられる。（「22．本人から家族代理人への情報提

供」参照） 

 

18．契約期間【本人・家族代理人】 

定めない。 

 

 

19．損失発生時の責任【本人・家族代理人】 

家族代理人が代理権の範囲内で行った代理取引について

は、同取引により本人に損害が発生した場合であっても、家

族代理人はその賠償責任を負わない。 

 

 

 

20．代理権範囲等の確認【会員⇒家族代理人】 

会員は、家族代理人の行う取引が代理権範囲外の取引にな

っていないか確認する。 

 

・ 代理取引開始後の追加入金は代理権の範囲外であり認めら

れない。そのため、追加入金を不可とする設定を行う又は買

付注文執行までの間に追加入金がないかどうかを確認し、追

加入金された資金での買付けが行われないようにすること。 
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要綱本文 備考 

 

21．家族代理人が負う義務【本人・家族代理人】 

家族代理人は、取引口座内の資産について、善良な管理者

の注意をもって管理しなければならない。 

また、家族代理人は自らの利益のために本人の利益を毀損

してはならない。 

 

＜参考＞ 

【民法】 

（受任者の注意義務） 

第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者

の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 

 

22．本人から家族代理人への情報提供【本人・家族代理人、会

員】 

代理取引開始時の円滑な引継ぎや投資意向の共有を図るた

め、代理取引が開始されるまでの間、適宜その取引及び財産

状況について共有することが考えられる。 

なお、会員は、本人が希望する場合、同意を得た上で、年

１回程度、保有商品、資産残高、取引の状況が分かるものを

家族代理人に交付する。 

 

 

 

 

・ 適宜とは、顧客（本人）の取引状況などを踏まえ、必要に

応じ情報を提供することをいう。 

 

・ 「保有商品、資産残高、取引の状況が分かるもの」として

は、例えば取引残高報告書が挙げられる。 

23．監督人 

監督人の設置は求めない。 

 

・ 「監督人」について家族サポート証券口座では求めること

はしない。 

24．家族サポート証券口座の利用の停止又は終了【本人・代理

人、会員】 

① 会員において、以下の状況が認められる場合、会員は家

族サポート証券口座の利用を停止又は終了することができ

る。 

 

 

 

 

 



13 

 

要綱本文 備考 

・ 本人・家族代理人間の信頼関係が失われた 

・ 代理取引開始を巡りトラブル等が発生した 

・ 代理人が自らの利益のために本人の利益を毀損するな

ど、代理権を濫用した 

・ その他代理取引を継続することが適当ではない 

 

② 以下の事象が発生した場合、家族サポート証券口座は終

了する。 

・本人又は家族代理人が死亡し又は破産手続開始決定を受

けたとき 

・本人又は家族代理人が成年後見、保佐又は補助の開始の

審判を受け、同審判が確定したとき 

・本人又は家族代理人について任意後見契約が締結され、

任意後見監督人選任の審判がされたとき 

・本人又は家族代理人が所得税法第２条第１項第５号に規

定する「非居住者」となったとき 

・本契約が無効となり又は取り消されたとき 

・本契約が解除されたとき 

 

③ 本人又は家族代理人は上記②の事象が発生した場合には

会員に通知し、家族サポート証券口座終了に向け適正な手

続きを会員と行うものとする。通知が行われていないこと

が判明した場合には、会員側で家族サポート証券口座を停

止又は終了することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 本人が補助の開始の審判を受け、同審判が確定したとき又

は任意後見契約が締結され、任意後見監督人選任の審判がさ

れたときについて、補助人や任意後見人の金融商品取引に関

する同意権・取消権、代理権の内容を会員が確認し、家族サ

ポート証券口座を継続することも考えられる。 

 この場合、②の上から２つ目と３つ目の・の内容は以下のよ

うに修正・追加することが考えられる。 

・ 本人が成年後見、保佐の開始の審判を受け、同審判が確

定したとき又は家族代理人が成年後見、保佐又は補助の

開始の審判を受け、同審判が確定したとき 

・ 本人が補助開始の審判を受けその審判が確定し、補助人

に付与された代理権又は同意権と家族サポート証券口座

の代理権とが競合したとき 

・ 本人について任意後見契約が締結され、任意後見監督人

選任の審判がなされ、任意後見人に付与された代理権と

家族サポート証券口座の代理権とが競合したとき 
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要綱本文 備考 

 ・ 家族代理人について任意後見契約が締結され、任意後見

監督人選任の審判がされたとき 

また、これに伴い③の通知についても、補助又は任意後見に

おいて競合が生じなかったときも同様に通知するよう修正する

ことが考えられる。 

 

・ ③について、会員が自ら本人及び家族代理人に関し②の事

象があるかを主体的に調査することを求めるものではない。 

 

25．契約終了後の措置【会員⇒本人・家族代理人】 

「24. 家族サポート証券口座の利用の停止又は終了」によ

る契約終了後、法定後見等の別の制度による扱いとなる場合

は当該制度に従い、制度が無い場合は当初のとおり本人が取

引及び各種手続きを行うものとする。 

また、家族代理人に送付していた書面については、家族代

理人から本人へ受け渡す。 

 

・ 契約書には、（契約の解除）及び（契約の終了）として、

本人又は家族代理人は、いつでも契約を解除することができ

ることや、契約終了の要件を記載する。 

 

26．誓約【本人・家族代理人】 

  家族サポート証券口座に基づき家族代理人が行った取引等

の効果については本人に帰属すること、変更の際には改めて

契約が必要であるということを認識、遵守する旨を本人・家

族代理人間で誓約するものとする。 

 

 

 

・ 契約書に規定する。 



15 

 

要綱本文 備考 

 

 

（注１）本制度要綱によらず、会員が独自の判断で行う代理取

引に制約を設けるものではないが、本制度要綱に沿ってい

る場合（備考に記載の内容等を参考に、例えば代理権の範

囲を狭める、本人の利益に資するスキーム運用を行うな

ど、要綱本文の内容をより厳格に対応している場合を含

む）に限り「家族サポート証券口座」という名称を利用す

ることを可能とする。 

（注２）本制度要綱に沿って、「家族サポート証券口座」を提

供する場合には、自社のスキームが本制度要綱に準拠して

いる旨を確約するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 商標登録前は「確約書」を、商標登録後は「商標使用許諾

申請書」を本協会に提出するものとする。 

 

以  上 
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【参考】家族代理人の運用方法決定イメージ（「５．管理・運用方針」③家族代理人による運用の方法） 

（例：取引残高報告書の分類をベース） 

 

 

 本人が保有していた商品と同じ

範囲とする 

例）投資信託や債券はよい

が、株は NG とする 

例）代理人が商品分類の中か

ら投資する商品を決める 


